
















（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 191,300 千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 2,239,851 千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 そ の 他
うち引上げ分

の地方消費税収

高齢者福祉事業 60,423 6,237 3,143 51,043 7,518

障害者福祉事業 570,942 409,702 161,240 23,750

児童福祉事業 514,983 202,050 14,435 298,498 43,967

こども園等運営事業 258,779 111,908 32,634 114,237 16,826

小　　　計 1,405,127 729,897 50,212 625,018 92,061

国民健康保険事業 115,940 80,404 35,536 5,234

介護保険事業 274,066 15,238 258,828 38,124

後期高齢者医療事業 314,030 41,420 272,610 40,154

小　　　計 704,036 137,062 566,974 83,512

保健事業 48,888 220 9,008 39,660 5,842

予防対策事業 70,611 1,623 12,981 56,007 8,250

母子保健事業 11,189 87 11,102 1,635

小　　　計 130,688 1,930 21,989 106,769 15,727

2,239,851 868,889 72,201 1,298,761 191,300

　　　　（４）令和３年度一般会計予算において地方消費税交付金
　　　　　　　（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地
方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるも
のとされています。
　令和３年度一般会計予算における充当状況については、下記のとおりです。

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

合　　　　計

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分している。

事　業　名 予 算 額

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生
















